
令和5年（2023年）7月25日 2

受け付け） 問問い合わせ Faxファクス e Eメール HPホームページ

会
議
、
講
演
会
等
に
手
話
通
訳
等
を
希
望
す
る
方
は
開
催
1
週
間
前
ま
で
に
各
問
い
合
わ
せ
先
、
ま
た
は
下
記
フ
ァ
ク
ス
ま
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
Fax（
5
2
1
）2
6
5
3

行
財
政
問
題
審
議
会
市
民
委

員
を
募
集

　

第
5
次
長
期
総
合
計
画
の
策
定
に

向
け
た
行
財
政
運
営
の
基
本
的
な
考

え
方
に
つ
い
て
審
議
し
ま
す
。

▼
対
象
＝
8
月
18
日
現
在
、
18
歳
以

上
で
市
内
に
引
き
続
き
3
か
月
以
上

在
住
し
、
平
日
夜
間
の
会
議（
年
4

回
程
度
）に
出
席
で
き
る
方
▼
任
期

＝
10
月
か
ら
2
年
間
▼
謝
礼
＝
1
回

1
万
8
0
0
円
▼
募
集
人
数
＝
4
人

以
内（
選
考
）▼
応
募
方
法
＝
8
月
18

日（
金
）〔
消
印
有
効
〕ま
で
に
、
住
所
、

氏
名（
ふ
り
が
な
）、
年
齢
、
性
別
、

電
話
番
号
、
職
業
、「
私
が
考
え
る

立
川
市
の
こ
れ
か
ら
の
行
政
運
営
」

（
8
0
0
字
程
度
）を
書
い
て
、
直
接
、

ま
た
は
郵
送
、
フ
ァ
ク
ス
、
E
メ
ー

ル
で
行
政
経
営
課
･
内
線
2
７
０
３

Fax（
５
２
１
）２
６
５
３
eg-keiei@

city.tachikaw
a.lg.jp

へ
。
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
の
応
募
フ
ォ
ー
ム（
左
2

次
元
コ
ー
ド
か
ら
ア
ク

セ
ス
可
）か
ら
も
応
募

で
き
ま
す

学
童
保
育
所
指
導
員（
会
計

年
度
任
用
職
員
・
月
額
報
酬

制
）を
募
集

　

９
月
採
用
。
く
わ
し
く
は
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

▼
対
象
＝
保
育
士
、
幼
稚
園
教
諭
、

学
校
教
諭
の
い
ず
れ
か
の
資
格
を
有

す
る
方
▼
職
務
内
容
＝
市
内
学
童
保

育
所
で
の
児
童
の
保
育
指
導
業
務
、

そ
の
他
事
務
作
業
等
▼
報
酬
＝
市
の

規
定
に
よ
る
▼
募
集
人
数
＝
1
人
▼

試
験
＝
8
月
14
日（
月
）

問
子
ど
も
育
成
課
学
童
保
育
所
係
・

内
線
1
3
0
1

民
生
委
員
・
児
童
委
員
の
委
嘱

　

厚
生
労
働
大
臣
か
ら
次
の
方
が
民

生
委
員
・
児
童
委
員
に
委
嘱
さ
れ
ま

し
た
。
任
期
は
令
和
7
年
11
月
ま
で
。

か
っ
こ
内
は
担
当
区
域

▼
岡
田
一
哉
氏（
立
川
一
番
町
五
丁

目
ア
パ
ー
ト
1
〜
5
号
棟
）

　

困
り
ご
と
や
悩
み
ご
と
な
ど
、
お

気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　

委
員
の
連
絡
先
や
相
談
内
容
な
ど

は
地
域
福
祉
課
に
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

問
地
域
福
祉
課
地
域
福
祉
推
進
係
・

内
線
1
4
7
7

公
開
す
る
会
議
日
程

　

市
は
、
開
か
れ
た
市
政
を
推
進
す

る
た
め
、
審
議
会
な
ど
の
会
議
を
公

開
し
て
い
ま
す
。
公
開
す
る
会
議
の

日
程
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も
お

知
ら
せ
し
て
い
ま
す
。
い
ず
れ
も
直

接
会
場
へ（
先
着
順
）。

●
教
育
委
員
会
定
例
会　

時
▽▽
8
月

7
日（
月
）午
後
1
時
30
分
か
ら
▽▽
8

月
25
日（
金
）午
後
1
時
30
分
か
ら
場

市
役
所
3
階
302
会
議
室
定
各
20
人
問

教
育
総
務
課
庶
務
係
・
内
線
2
4
6

5●
介
護
保
険
運
営
協
議
会（
計
画
策

定
等
調
査
検
討
会
）　

時
8
月
14
日

（
月
）午
後
3
時
か
ら
場
市
役
所
2
階

209
会
議
室
定
3
人
問
介
護
保
険
課
介

護
給
付
係
・
内
線
1
4
5
8

●
障
害
者
施
策
推
進
委
員
会　

時
8

月
23
日（
水
）午
前
10
時
か
ら
場
市
役

所
3
階
302
会
議
室
定
3
人
問
障
害
福

祉
課
・
内
線
1
5
2
0
Fax（
5
2
9
）

８
６
７
６
eshougaifukushi@

ci
ty.tachikaw

a.lg.jp

　市は、物価高騰の影響が大きい低所得世帯へ

の負担軽減を図るため、住民税均等割非課税世

帯等に１世帯当たり３万円を現金

で支給します。くわしくは市ホー

ムページをご覧ください。

■給付対象者

①住民税均等割・所得割非課税世帯　令和５年
６月１日時点で立川市に住民登録があり、かつ

世帯全員の令和５年度分の住民税均等割、また

は所得割が非課税である世帯（生活保護受給者

も含む。１人暮らしの学生であった方等、令和

５年１月１日時点で住民税が課税されている者

の扶養親族等のみからなる世帯は除く）

②家計急変世帯　申請日時点で立川市に住民登
録があり、かつ令和５年１月～９月の間で予期

せず家計が急変し、世帯全員のそれぞれの１年

住民税均等割非課税世帯等の方へ
電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金を支給します

間の収入見込み額が、住民税所得割非課税に相

当する限度額（期間中に収入が減少した任意の

１か月の収入を12倍し、合計額が右下表に相当
する額）以下となる世帯

■給付額　１世帯当たり３万円

■申請方法

①住民税均等割・所得割非課税世帯　７月20
日に、住民税均等割非課税世帯のうち、令和４

年度に実施した電力・ガス・食料品等価格高騰

緊急支援給付金（５万円）を立川市から受給し

た世帯へ、支給のお知らせをお送りしました。

受給口座の変更や受給を辞退される場合は８月

10日㈭までに給付金コールセンターへご連絡

ください。上記以外で対象となる世帯には、7

月25日㈫から順次、確認書を発送します。10

月31日㈫〔消印有効〕までに、記載されている

口座情報に変更がないかを確認の上、返送して

ください

②家計急変世帯　８月１日㈫～10月31日㈫〔消
印有効〕に、申請書（市ホームページからダウン

ロード可）に該当する月の給与明細等を添えて、

直接、または郵送で福祉総務課（市役所１階２

番窓口）へ

■給付時期　申請の必要がない方の振込開始

日（初回振り込み）は８月中旬を予定しています。

それ以外の方は、不備のない書類を受理した日

からおおむね21日後に振り込みます

■注意事項　▶世帯主の委任がある場合を除き、

原則世帯主以外の口座には振り込みができませ

ん▶①②の別を問わず、本給付金の支給は１世

帯につき１回限りです▶市で課税状況が分から

ない方を含む世帯は申請が必要です▶配偶者等

からの暴力を理由に６月１日時点で立川市に避

難している方は、手続きにより給付金を受け取

れる場合があります。早めにご相談ください

令和５年度分の住民税所得割が非課税ですか？

今回の給付金は対
象外です。

住民税均等割非課
税世帯で、令和４年
度に実施した電力・
ガス・食料品等価格
高騰緊急支援給付金
（５万円）を立川市
で受給しましたか？

今回の給付金は対
象外です。

家計急変世帯の申
請が必要です。８
月１日㈫～10月31
日㈫に申請してくだ
さい。

いいえはい

いいえはい

住民税所得割非課税に相当する限度額参考（給与収入の場合）

家族構成例
住民税所得割非課税
に相当する限度額

収入額ベース 所得額ベース

単身または扶養親族がいない場合 100.0万円 45.0万円

配偶者・扶養親族（計１人）を
扶養している場合

170.3万円 112.0万円

配偶者・扶養親族（計２人）を
扶養している場合

221.5万円 147.0万円

配偶者・扶養親族（計３人）を
扶養している場合

271.5万円 182.0万円

配偶者・扶養親族（計４人）を
扶養している場合

321.5万円 217.0万円

障害者、寡婦、ひとり親の場合
（均等割非課税相当）

204.3万円 135.0万円

電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金コールセンター・内線2642〔土曜・日曜日、祝日を除く、午前８時30分～午後５時〕問い合わせ

1世帯当たり3万円

いいえはい いいえはい

基準日（令和５年６月１日）時点で立川市に住
民登録がありましたか？

申請日時点で立川市に住民登録があり、かつ
令和５年１月～９月の間で予期せず家計が急
変し、世帯全員のそれぞれの１年間の収入見
込み額が住民税所得割非課税に相当する限度
額以下となりましたか？

７月20日に支給のお知らせを送りました。受
給口座の変更、受給の辞退は８月10日㈭まで
にコールセンターへ。

７月25日㈫から順次、確認書を発送します。
口座情報を確認の上、10月31日㈫までに返
送してください。

こまめな換気や手洗いなど、 感染症の予防にご協力をお願いします。


